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食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）

　
（
食
品
衛
生
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
食
品
衛
生
法
目
次
及
び
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

目
次

　
　
第
一
章  

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

　
　
第
二
章  

食
品
及
び
添
加
物
（
第
三
条
―
第
七
条
の
三
）

　
　
第
三
章  

器
具
及
び
容
器
包
装
（
第
八
条
―
第
十
条
）

　
　
第
四
章  

表
示
及
び
広
告
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

　
　
第
四
章
の
二  

食
品
添
加
物
公
定
書
（
第
十
三
条
）

　
　
第
五
章  

検
査
（
第
十
四
条
―
第
十
九
条
）

　
　
第
五
章
の
二  

指
定
検
査
機
関
（
第
十
九
条
の
二
―
第
十
九
条
の
十
六
）
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第
六
章  

営
業
（
第
十
九
条
の
十
七
―
第
二
十
四
条
）

　
　
第
七
章  

削
除

　
　
第
八
章  
雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条
の
六
）

　
　
第
九
章  

罰
則
（
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
）

　
　
附
則

第
一
条
中
「
法
律
は
」
の
下
に
「
、
食
品
等
の
安
全
性
を
確
保
し
」
を
加
え
、
「
防
止
し
」
を
「
防
止
す
る
こ
と
等
に
よ

り
」
に
、
「
寄
与
す
る
」
を
「
寄
与
し
、
も
つ
て
国
民
の
健
康
な
生
活
の
確
保
に
資
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
七
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
天
然
香
料
及
び
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
公
衆
衛
生
の
」
を
「
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
又
は
添
加
物
の
安
全
性
を
確
保
す
る
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

  

　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
農
薬
、
動
物
用
の
医
薬
品
又
は
飼
料
添
加
物
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
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し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
食
品
の
成
分
に
係
る
規
格
と
し
て
、
そ
の
性
質

上
食
品
に
残
留
す
る
農
薬
、
動
物
用
の
医
薬
品
又
は
飼
料
添
加
物
の
成
分
で
あ
る
物
質
の
う
ち
で
当
該
食
品
に
残
留
す
る

こ
と
が
許
容
さ
れ
る
も
の
及
び
そ
の
物
質
が
当
該
食
品
に
残
留
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
量
の
限
度
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

　
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
又
は
規
格
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
特
に
乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
病

弱
者
等
の
健
康
に
つ
い
て
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
二
中
「
と
し
て
、
」
の
下
に
「
そ
の
性
質
上
」
を
、
「
農
薬
」
の
下
に
「
、
動
物
用
の
医
薬
品
又
は
飼
料
添
加

物
」
を
加
え
、
「
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
の
」
を
「
の
う
ち
で
当
該
食
品
に
残
留

す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
も
の
及
び
そ
の
物
質
が
当
該
食
品
に
残
留
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
四
項
中
「
次
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
に
係
る
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
製
造
又
は
加
工
の
方
法
及
び
そ
の
衛
生
管
理
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の
方
法
が
、
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
当
該
承
認
に
係
る
施
設
に
つ
い
て
定
期
に
検
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
一
項
中
「
公
衆
衛
生
の
」
を
「
販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使
用
す
る
器
具
又
は
容
器
包
装
の
安
全
性
を

確
保
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
　
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
規
格
又
は
基
準
を
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
公
衆
衛
生
」
を
「
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
安
全
性
に
関
す
る
合
理
的
な
選
択
に

資
す
る
等
」
に
改
め
、
「
見
地
か
ら
」
の
下
に
「
、
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
の
表
示
の
適
正
化
を
図
る
た

め
」
を
加
え
、
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
、
「
の
検
査
及

び
」
を
「
及
び
第
二
項
の
検
査
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

生
産
地
の
事
情
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
次
に
掲
げ
る
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
を
輸
入
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
厚
生
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労
働
大
臣
が
指
定
し
た
者
の
行
う
検
査
を
受
け
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
通
知
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
食
品
、

添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
を
販
売
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
陳
列
し
、
又
は
営
業
上
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
一
　
第
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
食
品
又
は
添
加
物

　
　
二
　
第
六
条
に
規
定
す
る
食
品

　
　
三
　
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
格
に
合
わ
な
い
食
品
又
は
添
加
物

　
　
四
　
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
に
合
わ
な
い
方
法
に
よ
り
添
加
物
を
使
用
し
た
食
品

　
　
五
　
第
九
条
に
規
定
す
る
器
具
又
は
容
器
包
装

　
　
六
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
格
に
合
わ
な
い
器
具
又
は
容
器
包
装

第
十
五
条
第
一
項
中
「
次
に
」
を
「
前
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
」
に
、
「
当
該
各
号
」
を

「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
前
条
第
二
項
各
号
」
に
、
「
若
し
く

は
容
器
包
装
又
は
第
六
条
に
規
定
す
る
食
品
」
を
「
又
は
容
器
包
装
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二

項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
前
条
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
」
を
「
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
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三
項
を
削
る
。

第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
に
つ
い
て
の
」
の
下
に
「
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
の
通
知
又
は
」
を

加
え
、
「
又
は
第
三
項
」
を
削
り
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
命
令
の
通
知
若
し

く
は
結
果
」
を
「
結
果
の
通
知
若
し
く
は
命
令
」
に
、
「
第
二
条
第
七
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
、
「
命
令
の
通
知
又

は
結
果
」
を
「
結
果
の
通
知
又
は
命
令
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
か
ら
第
十
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
、
第
十
九
条
の
十
三
第
六
号
及
び
第
十
九
条
の
十

五
第
一
号
中
「
又
は
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
第
二
十
一
条
の
三
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
に
起
因
す
る
人
の
生
命
又
は
健
康
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
危
害
の
拡
大
又
は

発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
食
品
、
添
加
物
、
器
具

又
は
容
器
包
装
に
係
る
営
業
者
に
対
し
、
当
該
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
の
販
売
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
、
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当
該
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
一
般
に
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
そ
の
他
食
品
衛
生
上

の
危
害
の
拡
大
又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
応
急
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
、
「
、

第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
三
　
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
、
第
四
条
の
二
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
か
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
見
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
審
議
は
、

公
開
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
個
人
の
秘
密
又
は
事
業
者
の
事
業
上
の
秘
密
（
こ
れ
ら
の
う
ち

人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
の
保
護
の
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
第
二
十
八
条
」
を
「
、
第
二
十
八
条
及
び
前
条
」
に
改
め
、
「
天
然
香
料
及
び
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
七
条
」
を
「
、
第
七
条
及
び
前
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
二
十
二
条
」
を
「
、
第

二
十
一
条
の
三
」
に
、
「
ま
で
の
」
を
「
ま
で
及
び
前
条
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
二
中
「
及
び
第
二
十
一
条
」
を
「
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
二
及
び
第
二
十
二
条
」
に
、
「
各

条
」
を
「
規
定
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
「
二
十
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
」
に
、
「
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
中
「
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
こ
れ
を
六
箇
月
」
を
「
六
月
」
に
、
「
三
万
円
」
を
「
五
十
万

円
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
四
条
第

二
項
（
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第

二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
の
三
（
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十

二
条
」
に
、
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
「
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
二
条
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
こ
れ
を
三
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
二
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
三
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
（
食
品
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
食
品
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
　
削
除

　
（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
十
九
号
中
「
食
品
衛
生
法
」
を
「
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
四
項
」

を
「
第
三
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
食
品
衛
生
法
」
を
「
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。



 10

　
３
　
前
項
の
政
令
に
よ
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
組
織
等
に
関
す
る
定
め
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
審
議
に
消

費
者
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
食
品
衛
生
法
第
七
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第
七
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改

め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
か
ら
第
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
九
条
の
十
三
第
六

号
及
び
第
十
九
条
の
十
五
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
（
「
、
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
若
し

く
は
第
二
項
、
第
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十

条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
条
の
三
の
改
正

規
定
、
同
法
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
条
第
三
号
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を
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
三
十
二
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
三
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中

厚
生
労
働
省
設
置
法
第
十
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
に
一
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定
　
公
布
の

日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

　
二
　
第
一
条
中
食
品
衛
生
法
第
二
条
第
三
項
を
削
る
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
の
改
正

規
定
、
同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
法
第
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第

十
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第

七
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
三
条
の
改

正
規
定
（
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
天
然
香
料
及
び
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十

条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
一

条
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
中
厚
生
労

働
省
設
置
法
第
四
条
の
改
正
規
定
（
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
中
有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
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二
号
）
別
表
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
条
中
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法

律
第
百
十
七
号
）
第
四
十
条
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日

　
三
　
第
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

　
（
輸
入
食
品
等
の
検
査
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条  

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
検
査
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
既
存
天
然
香
料
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条  

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
天
然
香
料
（
旧
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
天
然
香
料
（
一
般
に
食
品
と
し
て

飲
食
に
供
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
添
加
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
を

記
載
し
た
表
（
以
下
「
既
存
天
然
香
料
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内

に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一  

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
販
売
さ
れ
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
製
造
さ
れ
、
輸
入
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、

使
用
さ
れ
、
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て
い
る
天
然
香
料

二  

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
販
売
さ
れ
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
製
造
さ
れ
、
輸
入
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、

使
用
さ
れ
、
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て
い
る
製
剤
又
は
食
品
に
含
ま
れ
る
天
然
香
料

２  

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
既
存
天
然
香
料
名
簿
に
関
し
、
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
公
示
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３  

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
出

に
係
る
天
然
香
料
の
名
称
を
既
存
天
然
香
料
名
簿
に
追
加
し
、
又
は
既
存
天
然
香
料
名
簿
か
ら
消
除
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
旨
を
そ
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４  

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
追
加
又
は
消
除
を
行
っ
た
既
存
天
然
香
料
名
簿
を
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条  

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
公
示
し
た
既
存
天
然
香
料
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
天
然
香
料
並
び
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に
こ
れ
を
含
む
製
剤
及
び
食
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
六

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条  

附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
政
令
で
定
め
る
。

　
（
有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中
「
食
品
衛
生
法
」
を
「
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同

条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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（
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
一
号
中
「
食
品
衛
生
法
」
を
「
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を

「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
等
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
食
品
衛
生
法
」
を
「
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
別
表
第
一
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三

号
）
の
項

二
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
十
一

項
第
三
号

三
　
死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
七
条
第
四
号

四
　
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
二
十
二
条

（
見
出
し
を
含
む
。
）
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五
　
栄
養
改
善
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
八
号
）
第
十
三
条
第
三
項

六
　
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
六
条
の
四
第
一
号

七
　
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第

一
項
第
一
号

八
　
製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
条

九
　
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
別
表
第
二
号

十
　
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
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理
　
由

　
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
天
然
香
料
を
添
加
物
の
規
制
の
対
象
に
含
め
る
と
と
も
に
、
化
学
合
成
品
以
外

の
添
加
物
に
関
す
る
経
過
措
置
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
残
留
農
薬
等
に
関
す
る
規
制
の
強
化
、
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
に
関
す

る
定
期
検
査
制
度
の
導
入
、
食
品
等
に
係
る
表
示
制
度
の
趣
旨
の
明
確
化
、
輸
入
食
品
等
の
検
査
制
度
の
強
化
、
食
品
の
販
売

の
一
時
停
止
等
の
命
令
の
制
度
の
創
設
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
審
議
の
公
開
、
罰
金
の
額
の
上
限
の
引
上
げ
等
の
措
置

を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


